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 ＜一戸子供の家保育園＞ 
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保育園での健康管理 

保育園では、感染症に対する抵抗力の弱い乳児が一緒に遊んだり、隣り合って昼寝をしたりするなど、

長時間にわたって生活をする場です。当園では、厚生労働省(2018 年改訂版)「保育所における感染症ガ

イドライン」にのっとり、一人ひとりの子どもの健康を安全の確保とともに、集団での健康と安全を保

障して保育をしています。また、職員が感染症などに的確かつ迅速に予防または対応するために必要な

事項を定めて、園児・職員の生命・健康を守ることを共有しています。 

 

職員の健康管理(職員自身が感染源にならないために) 

・一戸子供の家保育園で働く全ての職員は、年一回の健康診断を必ず受ける。各自で受診した際にも保育園

に報告をする。また調理担当及び調乳や調理に関わる職員は、毎月一回の病原菌検査を必ず受けること。 

・職場が乳幼児施設であることを認識し、自己の予防接種歴、既往歴を確認し、不確実なときは、医療機関

でその抗体の有無を調べ、早期に予防接種を受けておく方が望ましい。 

・自らの健康に留意し、日々の生活の中で体調が優れないときは、早めに医療機関を受診する。 

特に注意が必要な例としては、インフルエンザ様の発熱時は 2 日以内に、目やに・充血がひどくある場合

は、速やかに専門医へ受診することが大切である。 

 

衛生管理 

職
員 

１.清潔で動きやすい服装。 

2.アクセサリーなどの除去。 

3.爪は短く切る。勤務中はマニキュアをしない。 

4.手に傷があるときは、食品に直接手を触れない。 

5.衛生管理の基本は、手洗いにあることを常に意識し施行すること。 

6.トイレ以外の手拭きタオルは個人で所持し、汚れたらその都度交換する。 

園
児 

1.爪の手入れは週一回してもらうことを保護者にお願いする。 ←😐けがの予防のためにも短く切っておきましょう!! 

2.トイレの使用後、食事前、動物を触った後は、必ず手洗いをするよう指導する。 

3.園児のタオルは個別とし、毎日清潔なタオルを持ってきてもらう。 

4.衛生教育を徹底する。【・からだのはなし(月一回、年少～年長 ・わんぱくコーナー(園だよりに掲載)】 

保
育
室 

・適切な室温(夏季 26～28℃・冬季 20～23℃)湿度(約 60％)の保持と換気。 

・定期的な清掃。(冷暖房機、加湿・除湿器、床、棚、窓、テラス、蛇口、水切り籠や排水溝など) 

・日用品(歯ブラシやタオル、コップなど)の個人専用と適切な管理。 

(歯ブラシが接触しないよう保管する) 園内の消毒確認参照 

・遊具等の衛生管理(直接口に触れる乳児の遊具：その都度洗い流し、干す)(その他の遊具：適宜、水洗いや水拭きを行う) 

・手が多く触れる場所(ドアノブや手すり、照明のスイッチ等)は、水拭きの実施。(必要に応じてアルコール消毒) 

食
事
・
お
や
つ 

・給食室の衛生管理の徹底。 

・衛生的な配膳、下膳。 

・手洗いの施行。 

・テーブル等の衛生管理と食後の清掃の徹底。 

・スプーン、コップなどを共有しない。 

・乳児の食事、おやつの際は、専用のエプロンを着用する。 
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調
乳
室 

・調乳室は清潔に保ち、清潔なエプロンを着用して調乳に当たる。 

・調乳器や哺乳瓶等は、適切な消毒を行い、衛生的に管理する。 

・乳児用調製粉乳(ミルク)は、使用開始日を記録する。サルモネラ菌等による食中毒対策として、70℃以上のお湯で調乳

し、調乳後 2 時間を超えてしまったミルクは廃棄する。 

オ
ム
ツ
交
換 

・糞便処理の手順の徹底。 

・交換場所の特定。(手洗い場がある) 

・交換後の手洗いの徹底。 

・使用後のオムツの衛生管理 

ト
イ
レ 

・毎日の清掃と消毒(必要時)(便器、ドア、ドアノブ、蛇口や水周り、床、窓、棚、サンダル等) 

・手が多く触れる場所(ドアノブや手すり、照明のスイッチ等)は、水拭き(必要時アルコール消毒) 

・トイレの後は、個別タオル又はペーパータオルを使用 

寝
具 

・個別の寝具を使用する。 

・定期的な持ち帰りや洗濯や乾燥など、衛生管理を促す。 

・尿、糞便、嘔吐物で汚れた場合の消毒。(熱消毒等を行う) 

園
庭 

・衛生管理の徹底・動物の糞、尿等の速やかな除去。 

・砂場の衛生管理。(砂場を定期的に掘り起こして、砂全体を日光により消毒する) 

・飼育施設の清潔管理及び飼育後の手洗いの徹底。(※保育室内での清潔管理も同じ) 

プ
ー
ル 

・使用毎の水の入れ替え。 

・お尻洗いの徹底。 

・プール遊び後のうがい、シャワーの徹底。 

 

区域管理 

清
潔
区
域 

調理室、調乳室 

・作業に入る時は必ず石鹸と流水で手洗いを行う。 

・清潔な服装で作業をする。 

・汚染したものは持ち込まない。 

・清潔区域にあって使用するものは区域外に持ち出さない。 

汚
染
区
域 

トイレ・手洗い場・汚物処理室・ 

オムツ交換場所・ゴミ置き場・ 

洗濯室 

・衣類が汚れる場合は使い捨てのエプロンをつける。 

・汚染・嘔吐物の処理は使い捨ての手袋をつける。 

・ドアノブなど触ったところは終了時に消毒する。 

・清潔なものを不用意に持ち込まない。 

・汚染区域にあるものは区域外に持ち出さない。 

 

環境清掃について 消毒薬の用途とおもちゃの管理について 

衛生管理関係(当園各種マニュアル有) 

 園内の消毒確認 

 吐物処理方法 

 吐物処理セット 

 食器上に嘔吐した場合の処理方法 

 トイレ掃除手順 

 トイレサンダルの洗浄消毒 

衛生管理関係：園内の消毒確認 

 次亜塩素酸ナトリウム 

・ 環境整備(クラスの棚・壁・扉など) 

・ トイレマット・オムツ交換マット・足拭きマット消毒 

・ トイレサンダル消毒  

・ 吐物処理 

 ジェスパ(低濃度強力殺菌水) 

・ 洗濯物の消毒・おもちゃの消毒 

 アルコール消毒液 

・ 手指消毒 

 クリアートイ(紫外線殺菌と遠赤外線乾燥) 

・ おしぼり・エプロン・おもちゃ・ぬいぐるみ等 

 酸性電解水 

・ 歯ブラシ・コップ・歯ブラシコップ入れ容器の消毒 
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園児健康診断 年に 2 回(前・後期)あります。 

嘱託医の福盛田修先生に診てもらいます。 

健診の結果で所見があった場合は、おうちの方への声掛けでの確認や受診のお勧めをさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。また、受診した際は結果の方を担任または看護師にお知らせください。

当日、健診を受けられなかった場合は「ふくもりたこどもクリニック」にて個別に追加健診を受けていた

だきます。病院で健診を受けに行く際に、個別でお知らせ用紙をお渡しします。(以下の図 2 を参照) 

なお、追加健診結果も提出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すみれ  組 〇〇 △太           

６月１２日に行いました健康診断の 

結果は、以下の通りでした。 

□ 異常ありません 

□ 次の所見がありました 

 

 

 

 

 

一戸子供の家保育園 

図 2 

アトピー性皮膚炎です。 

受診をするように指導を受けています。

時間をみて病院受診をしてください。 



歯科健診 年に 2 回(春・秋)あります。 

歯科嘱託医の岩渕先生に診てもらいます。 

健診を受けた後に「歯科健診のお知らせ」結果用紙が後日配布されます。虫歯があった場合は、か

かりつけ歯科医院に用紙を持って受診し、《受診通知書》欄に記入してもらい保育園へ提出して下

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フッ化物洗口 年中児から開始します。 

「フッ化物洗口実施に伴う同意書提出のお願い」のおしらせを年中児の保護者の方に配布します。 

歯科嘱託医の岩渕先生の説明会または資料などをご覧になり、検討していただいた後、フッ化物洗

口同意をしていただいた園児さんを対象に毎週 1 回(原則木曜日)、昼食後の歯磨きをした後、フッ

化物の水溶液を口に含み、1 分間ブクブクうがいをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科健診の結果をご覧になり、

予防歯科の参考にしてください。 

ブクブク 
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予防接種について 

(1) 入園時、面接時に、既往歴、予防接種状況を把握し、進級時にも内容の見直し確認をします※。 

※健康カードの写しをお渡しして、その都度記入していただきます 

(2) ワクチンで予防できる疾患は、接種時期に積極的に受けるようにお願いします。 

入園前から入園中

に受けておきたい

ワクチン 

ロタウイルスワクチン・インフルエンザ菌ｂ型(Hib：ヒブ)ワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・ 

B 型肝炎ワクチン・DPT-IPV(四種混合：百日咳、ジフテリア、破傷風、ポリオ)ワクチン・ 

麻疹風疹(MR)ワクチン・水痘ワクチン・おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)ワクチン・日本脳炎ワクチン・

BCG ワクチン 

(3) 行政の予防接種スケジュールなどを参考にして、接種進行状況を確認しています。 

日本において小児が接種可能な主なワクチンの種類 (2020.10 月現在) 

 種類 予防接種名 予防接種の対象年齢 

【
定
期
接
種
】(

対
象
年
齢
は
政
令
で
規
定) 

生
ワ
ク
チ
ン 

BCG 12 か月未満 (標準：生後 5 か月～8 カ月) 

麻疹・風疹混合(MR) 
第 1 期 生後 12 か月～24 か月未満 

第 2 期 5 歳以上 7 歳未満(小学校就学前まで) 

麻疹(はしか) 生後 12 か月～24 か月未満 

風疹 生後 12 か月～24 か月未満 

水痘 生後 12 か月～36 か月未満 (1.2) 

ロタウイルス：1 価 2 回接種 生後 6 週～24 週未満 初回接種を生後 14 週 6 日まで

に開始し、4 週間以上の間隔をお

く ロタウイルス：5 価 3 回接種 生後 6 週～32 週未満 

不
活
化
ワ
ク
チ
ン
・
ト
キ
ソ
イ
ド 

インフルエンザ菌ｂ型(Hib)感染症 生後 2 か月～5 歳未満 (1.2.3.追加) 

肺炎球菌(13 価結合型)感染症 生後 2 か月～5 歳未満 (1.2.3.追加) 

B 型肝炎 生後 2 か月～12 か月未満 (1.2.3) 

DPT-IPV(ジフテリア、百日咳、破傷風、不活化ポリオ混合) 生後 3 か月～90 か月未満 (1.2.3.追加) 

DPT-IPV(ジフテリア、百日咳、破傷風混合) 生後 3 か月～90 か月未満 

日本脳炎 
1 期 生後 6 か月～90 か月未満 (1.2.追加) 

2 期 9～13 歳未満 

ジフテリア・破傷風混合トキソイド(DT) 11 歳～13 歳未満(標準：11 歳～12 歳未満) 

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症：2 価 10 歳以上 12 歳になる学年の 4 月 1 日から 16 歳に

なる学年の 3 月 31 日まで 

(合計 3 回) ヒトパピローマウイルス(HPV)：4 価 9 歳以上 

【
任
意
接
種
】 

生ワクチン 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 1 歳から可能 (日本小児科学会は 2 回接種を推奨) 

不
活
化
ワ
ク
チ
ン
・

ト
キ
ソ
イ
ド 

インフルエンザ 

生後 6 か月から可能 (毎秋) 

・13 歳未満では 2～4 週の間隔で 2 回 

・13 歳以上では 1 回(または 1～4 週の間隔で 2 回) 

髄膜炎菌：4 価 2 歳から可能 

 

ワクチンで予防できない感染症 

・突発性発疹 

・手足口病 

・ヘルパンギーナ 

・伝染性紅斑(リンゴ病) 

・咽頭結膜熱(プール熱) 

・流行性角結膜炎 

・A 群溶連菌感染症 

・中耳炎 

・副鼻腔炎 

・伝染性化膿疹(とびひ) 

・ウイルス性腸炎(ロタウイルス以外

の胃腸炎) 

・細菌性腸炎 

・クループ症候群 

・急性細気管支炎 

・肺炎 

・伝染性軟属腫(水いぼ) 

・シラミ 
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感染症の登園基準 

出席停止期間のある感染症  

感染拡大を防ぐために出席停止期間を必要とするもの 

保育園で流行を拡げる可能性がある感染症 

病名 主な症状 感染しやすい期間 登園の目安 

インフルエンザ 

突然の高熱が出現、頭痛、倦怠感、食欲

不振、関節の痛み筋肉痛等の全身症状や

鼻汁、咽頭痛、咳等の気道症状を伴う。 

症状がある期間 

(発症前 24 時間から発病後 3 日程

度までが最も感染力が強い) 

発熱後 5 日を経過し、かつ解熱後

3 日を経過していること 

(小学生以上は 2 日経過してから) 

麻疹
ま し ん

(はしか) 

はじめの 2～3 日は、熱、咳、鼻水、目や

に等の風邪症状で、一旦熱が下がるが、

再び高熱が出ると同等に顔、耳、首の後

ろや胸の上方から発疹
ほっしん

が全身へ拡がる。 

発症(発熱、咳が出現する)1 日前か

ら発疹出現後の 4 日後まで 
解熱後 3 日を経過していること 

風疹
ふうしん

(3 日はしか) 

感染して 2～3 週間後に、赤くて小さい

発疹が全身にでる。発疹は麻疹に似てい

るが色も薄く細かいことが多い。 

発疹出現の 7日前から 7日後くら

い 
発疹が消失していること 

水痘
すいとう

(水ぼうそう) 

感染して 2 週間後くらいに、顔・頭部→

胸、お腹、背中などへと斑点状の赤い丘

疹から始まり、数日以内に水疱(水ぶく

れ)となり、最後は痂皮(かさぶた)となる。 

発疹出現 1～2 日前から痂皮
か ひ

(かさ

ぶた)形成まで 

すべての発疹が痂皮(かさぶた)化

していること 

流行性耳下腺
じ か せ ん

炎 

(おたふくかぜ) 

耳の下(耳下腺)が腫れて痛がる。普通左

右とも腫れるが、片方だけのこともある。

腫れは１週間程度で軽快していく。 

発症 3日前から耳下腺腫脹後 4日 

耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が

発現してから 5 日経過し、かつ全

身状態が良好になっていること 

結核 

数週間から数カ月続くか、あるいは現れ

ては消えることを繰り返す咳、痰、発熱

(多くは微熱)など 

(肺結核の場合、喀痰の塗布検査が

陽性の間) 

医師により感染の恐れがないと

認められていること 

咽頭
いんとう

結膜熱(プール熱)  

(アデノウイルス感染症) 

39～40℃の高熱が 3～7 日間続き、強い

のどの痛みがあり、目は充血する。プー

ルに入らなくてもうつる。 

発熱、充血等の症状が出現した数

日間 

発熱、充血等の主な症状が消失し

た後 2 日経過していること 

流行性角結膜炎(はやり目) 目が充血し、腫れて目やにが出る。 
充血、目やに等の症状が出現した

数日間 

結膜炎の症状が消失しているこ

と 

百日咳 

くしゃみ、涙が出る、軽い咳、微熱とい

った風邪のような症状からやがて激しく

咳き込むようになる。 

抗菌薬を服用しない場合、咳出現

後 3 週間を経過するまで(治療で

短縮) 

特有の咳が消失していること又

は適正な抗菌性物質製剤による 5

日間の治療が終了していること 

腸管出血性大腸菌感染症 

(0-157 など) 
腹痛と激しい血便がある。 (便の中に菌が排出されている間) 

症状が改善し、医師により感染の

おそれがないと認められている

こと 

(無症候性病原体保菌者には登園

停止は不要) 

急性出血性結膜炎 
強い目の痛み、白目部分の充血、結膜下

出血。目やに、角膜の混濁等。 

(ウイルスが呼吸器から 1、2 週間、

便から数週間～数ヵ月排出され

る) 

症状が消え、医師により感染の恐

れがないと認められていること 

髄膜炎菌性髄膜炎 

(Hib 感染症) 

発熱、頭痛、おう吐であり、急速に重症

化する場合がある。 

(有効な治療を開始して 24 時間を

経過するまでは感染源となる) 

医師により感染の恐れがないと

認められていること 

帯状疱疹(ヘルペス)  
胸、首、顔、腰などに小豆大の水疱

すいほう

が帯

のように分布するとともに、ピリピリと

または締めつけるような痛みを伴う。 

水疱を形成している間 
すべての発疹が痂皮 (かさぶた) 

化していること 

溶連菌感染症  発熱、咽頭痛、苺舌、全身の発疹 
適切な抗菌薬治療を開始する前

と開始後 1 日間 

抗菌薬内服後 24～48 時間が経過

していること 

マイコプラズマ肺炎 
発熱、乾いた激しい咳が出て、全身倦怠

感、頭痛などを伴う。 

適切な抗菌薬治療を開始する前

と開始後数日間 

発熱や激しい咳が治まっている

こと 

手足口病 
手足、お尻、口の中などに小さい水ぶく

れができる。時に高熱がでることもある。 

手足や口腔内に水疱
すいほう

・潰瘍
かいよう

が発症

した数日間 

(ウイルス排泄は 2～4 週間) 

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響

がなく、普段の食事がとれること 

伝染性紅斑(りんご病) 

頬にりんごの様な紅斑ができる。また、

手足にも赤い紅斑やまだら模様ができ、

かゆくなることもある。 

発疹出現前の 1 週間 

(紅斑出現時にはほとんど感染 

しない) 

全身状態が良いこと 

ウイルス性腸炎(ノロ・ロ

タ・アデノウイルス等) 

感染性胃腸炎 

突然吐き始め、水の様な下痢(レモン色～

白色)になる。熱が出ることもある。腹痛。 

症状がある間と症状消失後 1週間

(量は減少していくが数週間ウイ

ルスを排出しているので注意が

必要) 

嘔吐、下痢等の症状が治まり、普

段の食事がとれること 
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病名 主な症状 感染しやすい期間 登園の目安 

ヘルパンギーナ 

乳幼児に流行する夏風邪の一種。38～

40℃の熱が出て、のどの奥に水ぶくれが

できる。 

急性期の数日間(便の中に１か月

程度ウイルスを排出しているの

で注意が必要) 

発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響

がなく、普段の食事がとれること 

RS ウイルス感染症 

鼻水、咳から始まり、細気管支炎を起こ

すと、発熱、喘鳴(ゼイゼイ、ヒューヒュ

ー)、呼吸困難に陥ることもある。 

呼吸器症状のある間 
呼吸器症状が消失し、全身状態が

良いこと 

突発性発疹 

多くは１歳前後の乳幼児にみられ、３日

程度の高熱が続き、解熱するとともに発

疹がみられる。(生後 6 か月～2 歳によく

みられる) 

(移行抗体が消失する乳児期後半

以降に、保護者や兄弟姉妹等の唾

液等から感染するとされている) 

解熱し機嫌が良く全身状態が良

いこと 

伝染性化膿疹(とびひ) 

小さな水ぶくれ、かさぶたから始まり、

掻いたり、かさぶたを取ったりしている

うちに、やがて全身にも水ぶくれが拡が

る。 

水疱、びらん面がある間 

(湿潤な発疹がある間) 

しめっている部位が被覆
ひ ふ く

できる

程度のものであること(確実にガ

ーゼで覆い接触感染を防ぐ) 

※広範囲の時は登園を控える 

伝染性軟属腫(水いぼ) 

接触感染により、2～5ｍｍぐらいの中央

がくぼんだ軟らかくて、白っぽいいぼが

でき、体や手足に拡がっていく。 

(主な感染経路は皮膚と皮膚の直

接接触による接触感染である) 

掻きこわし傷から汁がでている

ときは被覆
ひ ふ く

すること 

頭じらみ症 

卵は頭髪の根元近くにあり、毛に固く付

着して白くみえる。フケのようにも見え

るが、卵の場合は指でつまんでも容易に

は動かない。成虫は頭髪の根元近くで活

動している。 

成虫がいるとき 

(発症から駆除開始数日間) 

駆除を開始していること 

駆除に努めながら登園可能(医師

の診察を受け、1 回は駆除を受け

ること) 

＜学校保健安全法施行規則に準ずる＞      ＊出停期間をお守りいただくようお願いいたします＊ 

 

＊登園を控えるのが望ましい健康状態＊ 

発 熱 

・朝から 37.5℃を超えた熱とともに元気がなく機嫌が悪い、食欲がなく朝食・水分が摂れていない 

・24 時間以内に解熱剤を使用している 

・24 時間以内に 38.0℃以上の熱が出ていた(体力回復には発熱と同日の期間が必要です) 

下 痢 

・24 時間以内に水様便があった ・食事や水分を摂ると下痢がある 

嘔 吐 

・24 時間以内に嘔吐があった 

打 撲 な ど 

・24 時間以内に転倒や落下などで頭部を強打した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一戸子供の家保育園 

〜おうちの方へのお願い〜 

＊登園する際は、集団生活において支障がないことが前提となります 

(発熱、下痢、嘔吐等がない、普段通りにご飯が食べられる、活気があり遊べる) 

＊病院受診をした際は『保育園に行っても大丈夫ですか？』 

『保育園はいつから行ってもよいですか？』などの確認をしてください 

＊その他、感染症の流行があった場合は、状況に合わせた対応をさせていただきます 

おたよりなどでお知らせをしますので、その際はご協力をよろしくお願いします 

(例：インフルエンザなどの流行対策、新型コロナ対策の措置の対応など、その都度) 
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(以下、一戸町から配布された文書より抜粋) 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策について 

 

【今般の緊急事態宣言後の、保育所などにおける開所や縮小・臨時休園の考え方】 

 

原則 緊急事態宣言が出された地域 
園児や職員がり患した場合・ 

地域で感染が拡大している場合 

開所 

自粛 
(仕事を休んで家にいることが

可能な保護者に対して園児の

登園を控えるようお願いする) 

休園 
(ただし、医療従事者等、仕事

を休むことが困難な者の子ど

も等に対して代替処置を検討) 

 

【保育所における対策】 

日常的な対策 

・「2018年改訂版 保育所における感染症対策ガイドライン」を参照し、通常どおり感染症対策を行う 

・子どもについては、子ども一人ひとりの発達の状況を踏まえる必要があることから、一律にマスクを

着用は求めない 

・特に 2歳未満では、登園している子どもが保護者の希望などからマスクを外すことが困難であること

から窒息や熱中症のリスクが高まる 

・2歳以上の場合であっても、登園している子どもが保護者の希望などからマスクを着用している場合

は、マスク着用によって息苦しさを感じていないかどうかについて十分に注意していただき、持続的

なマスクの着用が難しい場合は、無理して着用はさせない 

・なお、ＷＨＯは 5歳以下の子どもへのマスクの着用は必ずしも必要ないとしている 

発生時の対応 

・基本的に保健所の指示に従って対応する 

・児童及び家庭の情報について、保健所へ提供する場合があることから、あらかじめ同意を得ておくこ

とが望ましい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇保育所については、保護者が働いており、家に一人でいることができない年齢の子どもが利用するもの

であることから、感染の予防に留意したうえで、原則として開所。 

〇ただし、以下の場合には、保育の提供の縮小や臨時休園を検討。 
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投薬依頼連絡書ついて 

保育園では、病気の時は家庭静養を前提に、原則として薬はお預かりいたしません。但し症状が軽度で、

集団生活が可能である場合は主治医の処方による内服薬に限りお預かりいたします。保育者が責任を持っ

て薬を投与するため、また、医師の処方による薬であることを明確にするためにも、「投薬依頼書」を薬

と一緒に提出していただきます。 

 

 

★薬は医師が処方したものに限ります。尚、原則として解熱剤はお預かりできませんので、ご了承ください。 

★お薬を服用させなければならない場合は「投薬依頼書」、「薬の説明書」(調剤薬局で出される)または、 

「お薬手帳」をその都度提出していただきます。 

★内服薬は 1回分を小容器に入れ、フルネームでなまえを油性ペンで書いてください。 

★薬と「薬の説明書」または「お薬手帳」と「投薬依頼書」を玄関の下駄箱上に設置してあるお薬入れの 

引き出しに入れてください。(それぞれのクラスの引き出しを準備してあります。) 

★提出された薬を看護師が確認し、各クラスに持っていきます。その際、「薬の説明書」のコピーを取らせ

ていただきます。降園の際は空容器などと一緒に「薬の説明書」はお返しいたします。 

<お薬入れ> 

お薬入れの引出し 

「投薬依頼書」 
すみれ さくら 

ク
リ
ッ
プ 

ペ
ン 

油
性
ペ
ン 

たんぽぽ ひよこ 

ちゅうりっぷ  

 

  

 

 

 

 

 

投薬依頼書 

薬の説明書 

「投薬依頼書」についての諸注意 

 

----------

----------

----------

-------

-------

-------

-- 

各用紙を提出する際は、

依頼書と説明書をクリッ

プで止めて、引き出しの

中にあるケースに入れて

ください。 

なまえ 

1 回分の薬 

(名前を書いて) 

粉薬 

シロップ 

------------

------------

----------



 


